


　今回は、住宅を新築する際の、省エネに関する新たな制度について紹介します。
　温室効果ガス削減の状況下では、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化は重要な課題と
なっています。建築物のエネルギー消費性能向上のための「建築物省エネ法」においても、
そうした背景を踏まえて、より実効性の高い対策が講じられるよう改正が行われ、令和３年
４月１日より施行されています。

こちらで紹介している内容は、国土交通省HPの建築物省エネ法のページより引用・参照しております。
（主な引用先：「説明義務リーフレット」「説明義務漫画」「省エネ基準の概要」）
詳細につきましては、HPや広報資料にてご確認ください。

情報提供

● 説明内容 ●

（省エネ基準に適合していない場合）
❷ 省エネ性能確保のための措置の内容

● 説明義務制度 ●

❶ 省エネ基準への適否

意志確認

説明義務

● 対象 ●

❶ 300㎡未満の住宅・非住宅 (店舗等) の新築
（戸建住宅､共同住宅､小規模店舗等）

■ 一次エネルギー消費基準 ■ ■ 外皮基準 ■
冷暖房、換気、給湯、照明などで
消費するエネルギー量に関する基準

屋根・外壁・窓などの
断熱性能に関する基準

❷ 10㎡超の増改築

環境＆家計に
優しい

　省エネ住宅に関しては各種の制度があり、目標達成へ向けた取組みが行われていますが、
こうした状況で、私達の省エネに対する意識の向上や行動が、より一層求められます。
　墨田区においても、省エネに効果のある設備に対して助成が行われています。
　様々な支援措置を活用しながら、みなさまも住宅における省エネを目指してください。

毎日の
健康な暮らしを

一年中
快適な空間に 災害時も頼りに

建築物省エネ法改正について
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